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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成３１年３月２８日 午後３時００分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について

議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ４号 事業計画変更申請について

議第 ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 農業委員会事務局職員の配置替について

報告事項 報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 農政対策部会の結果報告について

報第 ３号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について

報第 ４号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ５号 農地潰廃通知について

報第 ６号 作付変更届について

報第 ７号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ８号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

農業委員出席委員 １８名

１番 野 﨑 文 夫 委員 ２番 阿 部 眞佐雄 委員

３番 小 川 弘 樹 委員 ４番 渡 邊 勝 夫 委員

６番 三 師 満 夫 委員 ７番 五十嵐 秀 一 委員

８番 小 林 茂 宏 委員 ９番 坂 井 浩 行 委員

１０番 原 田 勝 委員 １１番 渡 邉 一 英 委員

１２番 廣 川 哲 也 委員 １３番 清 野 秀 作 委員

１４番 佐 藤 秀 樹 委員 １５番 佐 藤 一 富 委員

１６番 藤 田 吉 則 委員 １７番 熊 倉 睦 委員

１８番 田 邉 稔 委員 １９番 佐 藤 裕 雄 委員

農業委員欠席委員 １名

５番 田 邉 敦 子 委員
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推進委員出席委員 １７名

飯 栄三千 委員 稲 田 守 委員

井 上 利 弥 委員 内 山 清 委員

内 山 敏 雄 委員 大 桃 伸 之 委員

澤 利 嗣 委員 蒲 澤 正 委員

北 澤 正 之 委員 桒 原 一 郎 委員

捧 幸 伸 委員 長谷川 淨 二 委員

原 田 孝 一 委員 松 岡 博 一 委員

田 精 一 委員 吉 田 昇 委員

渡 邉 正 委員

推進委員欠席委員 １名

刈 屋 一 夫 委員

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 清 水 学

経営基盤係係長 早 川 実

経営基盤係主任 長谷川 義 隆

臨 時 職 員 渡 辺 真 那

午後３時００分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

それでは、時間になりましたので、定例総会を開会いたします。

（挨拶 略）

これより会議に入ります。

最初に、出席状況を申し上げます。定員１９名のところ、現在員１９名、出席１８名、

欠席１名で会議は成立いたします。

なお、議事録署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。３番、

小川弘樹委員、１７番、熊倉睦委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。

早速議事に入りたいと思います。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明をいたします。

最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明をいたします。１ページをご覧願

います。今月の申請は３件で、合計面積１万３，３０１．６４㎡であります。

なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行運営委員会で、あっせん委員よりご報

告をいただいた案件であります。
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７３０番は、鶴田地内の農地６筆、４，８６５㎡をあっせんによる売買により取得し

たいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

７３１番は、鶴田３丁目地内の農地４筆、２，００２㎡をあっせんによる売買により

取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

７３２番は、下保内地内の農地３筆、６，４３４．６４㎡をあっせんによる売買によ

り取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

２ページをお願いいたします。続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説

明をいたします。

４１ページをご覧願います。今月の申請は、新規設定７６件、面積５１万８，５９６．

４７㎡、再設定１９件、面積１０万４，９３１㎡、合計では９５件、面積６２万３，５

２７．４７㎡であります。

それでは、戻りまして２ページの７３３番から順にご説明をいたします。

なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

７３３番から１２ページの７５７番までの２５件は、相対でそれぞれ新規に利用権を

設定するものであります。

７３３番は、渡前地内の農地１筆、４，６０６㎡。

７３４番は、荒沢地内の農地２筆、１，９１４㎡。

７３５番は、鹿峠地内の農地４筆、３，９７０㎡。

７３６番は、長沢地内の農地３筆、２，５０６㎡。

７３７番は、長沢地内の農地３筆、４，０７８㎡。

７３８番は、葎谷地内の農地７筆、７，４７８㎡。

７３９番は、葎谷地内の農地４筆、５，８８４㎡。

４ページをお願いいたします。７４０番は、遅場地内外の農地計１０筆、９，１６０

㎡。

７４１番は、森町地内の農地３筆２，５５３㎡。

７４２番は、上保内地内の農地５筆、７４５㎡。

７４３番は、飯田地内の農地１筆、２，９６９㎡。

７４４番は、鹿峠地内の農地６筆、５，５５０㎡。

７４５番は、鹿峠地内の農地１筆、３，４３６㎡。

７４６番は、鹿峠地内の農地１筆、２，００７㎡。

６ページをお願いいたします。７４７番は、鹿峠地内の農地１筆、２，９０６㎡。

７４８番は、長嶺地内の農地１筆、１，６７８㎡。

７４９番は、桑切地内の農地５筆、１万１，７９６㎡。

７５０番は、井栗地内の農地５筆、１，２６１．０２㎡。

７５１番は、井栗１丁目地内の農地３筆、９９３㎡。

７５２番は、代官島地内の農地６筆、１，７４１．２２㎡。

７５３番は、合計面積は１０ページに記載しておりますが、代官島地内の農地９０筆、
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３万７，０４５．６４㎡。

７５４番は、西四日町４丁目地内外の農地計１３筆、１万５，８０７㎡。

７５５番は、帯織地内の農地４筆、９９２．１６㎡。

７５６番は、鹿峠地内の農地１筆、２，３５８㎡。

１２ページをお願いいたします。７５７番は、島川原地内の農地３筆、５，３９０㎡。

以上２５件は、相対で新規にそれぞれ利用権を設定するものであります。

なお、７５２番、７５３番の利用権の設定を受ける〇〇〇〇は、農地所有適格法人と

して平成３１年２月に設立された法人であります。

案件の説明を続けさせていただきます。次の７５８番から３４ページの８０８番まで

の５１件、合計面積３７万９，７７２．４３㎡は、農地中管理事業に伴い、公益社団法

人新潟県農林公社が新規に利用権を設定するものであります。

７５８番は、大島地内の農地１０筆、９，２８８㎡。

７５９番は、大島地内の農地１５筆、１万１９４．９１㎡。

７６０番は、大島地内の農地１３筆、１万２，６８２㎡。

１４ページをお願いいたします。７６１番は、大島地内の農地１２筆、１万９０２㎡。

７６２番は、大島地内の農地１４筆、１万１，５０８㎡。

７６３番は、大島地内の農地１２筆、８，２４４㎡。

７６４番は、大島地内の農地５筆、３，５１５㎡。

１６ページをお願いいたします。７６５番は、大島地内の農地４筆、３，０１２㎡。

７６６番は、大島地内の農地１５筆、１万２，６７４㎡。

７６７番は、大島地内の農地９筆、６，６２０㎡。

７６８番は、大島地内の農地８筆、７，６８２㎡。

１８ページをお願いいたします。７６９番は、大島地内の農地１７筆、１万４，００

７㎡。

７７０番は、大島地内の農地１０筆、８，５０６㎡。

７７１番は、大島地内の農地９筆、８，２４８㎡。

７７２番は、大島地内の農地９筆、９，１５０㎡。

７７３番は、大島地内の農地１２筆、９，６９９㎡。

７７４番は、大島地内の農地１２筆、１万３３５㎡。

７７５番は、大島地内の農地３筆、１，９７５㎡。

７７６番は、大島地内の農地１筆、５０５㎡。

７７７番は、大島地内の農地５筆、４，９７６㎡。

２２ページをお願いいたします。７７８番は、大島地内の農地１筆、１，０３１㎡。

７７９番は、大島地内の農地４筆、３，９９５㎡。

７８０番は、大島地内の農地１５筆、１万３，２１６㎡。

７８１番は、大島地内の農地１０筆、９，５０３㎡。

７８２番は、大島地内の農地１３筆、１万４６㎡。

７８３番は、大島地内の農地２筆、２，０６２㎡。
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７８４番は、大島地内の農地１筆、１，０３１㎡。

７８５番は、大島地内の農地１６筆、１万４，７１３㎡。

７８６番は、大島地内の農地１５筆、１万４，７３１㎡。

２６ページをお願いいたします。７８７番は、大島地内の農地６筆、６，１６９㎡。

７８８番は、大島地内の農地１２筆、１万１，１０６㎡。

７８９番は、大島地内の農地８筆、４，４０４㎡。

７９０番は、大島地内の農地１１筆、１万１，００７㎡。

２８ページをお願いいたします。７９１番は、大島地内の農地１１筆、９，３３３㎡。

７９２番は、大島地内の農地１筆、１，０３１㎡。

７９３番は、大島地内の農地６筆、２，８９６㎡。

７９４番は、大島地内の農地６筆、６，１６６㎡。

７９５番は、代官島地内の農地５筆、４，６３９㎡。

７９６番は、荻島地内の農地２筆、１，２４６㎡。

７９７番は、代官島地内の農地２筆、２，０６２㎡。

３０ページをお願いいたします。７９８番は、大島地内の農地１筆、１，０３１㎡。

７９９番は、大島地内外の農地計８筆、７，１７６㎡。

８００番は、井栗地内外の農地計２４筆、２万９６３㎡。

８０１番は、片口地内の農地２筆、２，９７９㎡。

３２ページをお願いいたします。８０２番は、岩淵地内の農地５筆、１，９６８㎡。

８０３番は、荒沢地内の農地８筆、１万３，７３８㎡。

８０４番は、飯田地内の農地５筆、４，８９０㎡。

８０５番は、江口地内の農地１７筆、１万８，９０９．５２㎡。

８０６番は、長沢地内の農地５筆、６，０８１㎡。

３４ページをお願いいたします。８０７番は、長野地内の農地３筆、７，１８８㎡。

８０８番は、長野地内の農地１筆、７３９㎡。

以上５１件は、新潟県農林公社が新規に利用権設定をするものであります。

次の８０９番から４０ページの８２７番までの１９件につきましては、再設定であり

ますので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わります。ご審議の上、よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査いただいておりますので、その結果

を報告を願います。

第２調査部会長は、佐藤会長代理の隣に着席願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

それでは、第２調査部会の調査結果についてご報告いたします。
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第２調査部会では、３月２５日午前９時から厚生福祉会館第１集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、佐藤会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午前１１時

５８分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、所有権移転３件、新規設定７６件、再設定１９件、合計件数９８件、面積６３万６，

８２９．１１㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社が利用権

設定をする案件以外の４７件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農作業に常

時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしており、また新潟県農林公社が利用権設定をする５１件につきましても、いずれ

も農地中間管理事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることから、

全案件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、発言を願います。

なお、委員の質問等の発言については、挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てか

ら発言をお願いいたします。

小川委員。

３番（小川弘樹委員）

３番、小川でございます。

７５８番以降の大島地区の農林公社からの利用権設定というのがずっと続いています

が、これ大規模な何か取り決めがあったのかどうかという点をお聞かせ願いたいんです

けども。

議長（野﨑会長）

事務局。

事務局（清水事務局長）

議第２号のほうでご説明をさせていただく予定でございましたが、〇〇〇〇が法人を

設立をされまして、そちらのほうで中間管理事業を利用して要は受けられる、そのため

に議第１号では農林公社へ利用権を１回設定をさせていただいて、議第２号で配分をさ

せていただくという流れになっておるところでございまして、７５８番以降の大島地区

のかなりの件数については、今ほど申し上げた〇〇〇〇が設立をされて、ここが受け手

となって行われるということで、今回こういった申請がなされたものでございます。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

よろしいですか。

３番（小川弘樹委員）
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はい、ありがとうございます。

議長（野﨑会長）

ほかにございませんか。

ご発言がございませんので、お諮りをいたします。議第１号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』を議題と

いたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』ご説明をい

たします。

５５ページをご覧願います。今月意見を求められている案件は、新規設定１０件、面

積３７万９，７７２．４３㎡、利用権移転１２件、面積９万３４９．６０㎡、合計では

２２件、面積４７万１２２．０３㎡であります。

４２ページにお戻りをいただき、１番から順にご説明をいたします。

なお、議第２号参考といたしまして、平成３１年２月２８日現在の借り受け希望者リ

ストを送付させていただいておりますので、あわせてご覧いただきたいと思います。

それでは、配分計画（案）につきましてご説明をいたします。後のほうで出てまいり

ますが、一番左側の番号欄の括弧内に記載しております番号につきましては、先ほどご

審議をいただきました議第１号『農用地利用集積計画の承認について』に対応する番号

でございます。

なお、借り受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につき

ましては記載のとおりですので、説明を省略させていただきます。

１番は、５０ページ最上段に記載の合計のとおり、荻島内外の農地計３５１筆、３０

万２，３１６．９１㎡。

２番は、井栗地内外の農地計２０筆、１万９，３８２㎡。

３番は、牛ケ首地内の農地４筆、１，５８１㎡。

４番は、片口地内の農地２筆、２，９７９㎡。

５番は、岩淵地内の農地５筆、１，９６８㎡。

６番は、荒沢地内外の農地計２５筆、３万２，６４７．５２㎡。

７番は、飯田地内の農地５筆、４，８９０㎡。

８番は、長沢地内の農地５筆、６，０８１㎡。

９番は、長野地内の農地１筆、２，８５３㎡。
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１０番は、長野地内の農地３筆、５，０７４㎡。

以上１０件は、それぞれ記載の借り受け人に新規に貸し付けをしたいとするものでご

ざいます。

続きまして、利用権移転の案件につきましてご説明をいたします。

１１番は、平成２８年２月に県公告がされました大島地内の農地７筆、７，１９７㎡。

１２番は、平成２７年２月に県公告がされました大島地内外の農地計３筆、３，０７

３㎡。

１３番は、平成２８年１２月に県公告がされました大島地内の農地２筆、２，０６２

㎡。

１４番は、平成２７年２月に県公告がされました大島地内の農地８筆、７，７９９㎡。

１５番は、平成２８年１２月に県公告がされました大島地内の農地２筆、１，１９６

㎡。

１６番は、平成２８年２月に県公告がされました荻島地内の農地５筆、１，５０５㎡。

１７番は、平成２７年２月に県公告がされました大島地内外の農地計１０筆、５，８

４０㎡。

５４ページをお願いいたします。１８番は、平成３０年３月に県公告がされました荻

島地内外の農地計１１筆、６，７４１㎡。

１９番は、平成２７年２月に県公告がされました代官島地内の農地５筆、５，１３５

㎡。

２０番は、平成２９年１２月に県公告がされました代官島地内の農地１０筆、９，９

３９㎡。

２１番は、平成２８年３月に県公告がされました福島新田地内外の農地計１６筆、２

万２，４７５．６０㎡。

２２番は、平成２９年１２月に県公告がされました福島新田地内の農地１６筆、１万

７，３８７㎡。

以上１２件は、耕作者の変更がありましたので、その残存期間についてそれぞれ記載

の借り受け人に利用権移転するものであります。

なお、１番及び１１番から１９番の借り受け人の〇〇〇〇は平成３０年１２月に、２

１番及び２２番の借り受け人の〇〇〇〇は平成３１年２月にそれぞれ農地所有適格法人

として設立された法人であります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、新規設定１０件、
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利用権移転１２件、合計件数２２件、面積４７万１２２．０３㎡で、農用地の利用の効

率化及び高度化の促進を図る観点から、全件異議ないものと認めるという意見でありま

す。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

原田委員。

１０番（原田 勝委員）

１０番、原田です。

代官島の〇〇〇〇及び福島新田の〇〇〇〇の会社の概要、所在地とか代表者名なんか

は公表できないんですか。

議長（野﨑会長）

局長。

事務局（清水事務局長）

公表できないことではないんですが、基本的には審議に必要はないのかなとは思いま

すけど、一応お問いでございますので、〇〇〇〇については〇〇〇〇さんが代表者だっ

たと思います。それから、〇〇〇〇については福島新田の〇〇〇〇さんが代表者となっ

て設立をされたところでございます。おのおのその地区で、所在地はその地区になりま

すんで、詳しい資料はちょっと手元にございませんので、これでご理解をいただければ

と思います。

よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

よろしいですか。

１０番（原田 勝委員）

はい、わかりました。

議長（野﨑会長）

ほかにございませんでしょうか。

ご発言が無いようですので、私のほうから〇〇〇〇の件につきまして、地元でありま

す渡邉正推進委員さんから若干でよろしいですので、ご説明願いたいと思います。

渡邉 正推進委員

ただいま〇〇〇〇ということで、私もその役員の一員になっておるわけですが、昨年

度より大島地区で十四、五名のメンバーでそういった乾燥調整施設をつくって効率化を

図ろうということで動いたものであります。それで乾燥調整ですので、今年からのスタ

ートとなるわけですが、とりあえず個々が持っているコンバイン等で刈って搬入すると

いうスタイルで考えているところでございます。今後もうちょっと大きくなって、もう

少し委託等を受けて面積等もふやしていきたいというのが今の目標であります。
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以上です。そんなところですが、よろしくお願いします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

補足説明、局長。

事務局（清水事務局長）

補足させていただきますと、１月だったと思うんですが、ライスセンターを建てると

いうことで、農地法の５条の許可を受けて今後整備されるというふうなことでございま

すので、よろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

まことにいい話、前向きな話でございます。これは恐らく集落営農という形で進んで

いくかと思いますが、皆さん地元へ帰りましたら是非集落営農を考えていってもらいた

いなと思って考えている次第でございます。〇〇〇〇に対してご支援申し上げますので、

頑張ってください。

ほかにご意見ございませんか。

無いようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただいま調査部

会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地

の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から異議ないものと認めることで答申いた

します。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。

６２ページをご覧願います。今月の申請は１３件で、合計面積９万３，２２３．７２

㎡であります。

５６ページにお戻りをお願いいたします。５２番は、鶴田３丁目地内の農地２筆、５

２８㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、売買により取得するものであります。

価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円であります。

５３番は、戸口地内の農地２筆、６，８７０㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

５４番は、戸口地内の農地１筆、２，４２１㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。
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５５番は、戸口地内の農地６筆、１，４７２．７６㎡を譲り受け人が経営規模の拡大

を図るため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり約〇〇〇円で

あります。

５６番は、高岡地内の農地３筆、１，５９４㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

５７番は、上大浦地内の農地１筆、９６１㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るた

め、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり〇〇〇円であります。

５８番は、興野３丁目地内の農地１筆、９７２㎡を同一世帯内において譲り受け人が

贈与により取得するものであります。

５８ページをお願いいたします。５９番は、笹岡地内外の農地計１３筆、７，９９１

㎡を同一世帯内において譲り受け人が贈与により取得するものであります。

６０番は、長沢地内の農地３筆、２，８０４㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望によ

り、贈与により取得するものであります。

６１番は、長沢地内の農地１筆、５５４㎡を譲り受け人が譲り渡し人の要望により、

贈与により取得するものであります。

６２番は、福島新田地内外の農地計３１筆、２万１，７９２．４８㎡を譲り渡し人が

経営の若返りとして設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定をするものであ

ります。

６０ページをお願いいたします。６３番は、福島新田地内の農地２８筆、２万２，７

５３．３６㎡を譲り渡し人が経営の若返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため、

再設定するものであります。

６４番は、大沢地内の農地１８筆、２万２，５１０．１２㎡を譲り渡し人が経営の若

返りで設定した使用貸借契約期間が満了するため、再設定するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

６件、贈与によるもの４件、使用貸借によるもの３件、合計件数１３件、面積９万３，

２２３．７２㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、譲り受け人の経営

面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件を全て満たしており、全件許可相

当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）
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ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第４号『事業計画変更申請について』ご説明をいたします。

６３ページをご覧願います。今月の申請は１件で、面積１６７㎡であります。

１９番は、嘉坪川２丁目地内の農地２筆、１６７㎡を売買により取得し、住宅１棟の

用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円で

あります。場所につきましては、三条総合病院北西１５０ｍ付近で、都市計画用途地域

の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

なお、本申請につきましては、議第５号の１２１番で農地法第５条の許可申請がなさ

れております。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第４号『事業計画変更申請について』は、合計件数１件、面積１６７㎡で、書類審

査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、承認

相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）
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議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（清水事務局長）

それでは、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

６７ページをご覧願います。今月の申請は１４件で、合計面積２万１，０４７．２０

㎡であります。

６４ページにお戻りをお願いいたします。１２１番は、先ほどご審議をいただきまし

た議第４号『事業計画変更申請について』の１９番でご説明をさせていただいた内容と

同じでございますので、説明は省略させていただきます。

１２２番は、横町２丁目地内の農地１筆、１３２㎡を売買により取得し、駐車場３台

の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円

であります。場所につきましては、三条市役所三条庁舎南東２００ｍ付近で、都市計画

用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断さ

れます。

１２３番は、東裏館３丁目地内の農地１筆、９８３㎡を売買により取得し、宅地分譲

地５区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡

当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、裏館小学校北側１５０ｍ付近で、

都市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内の農地であることから、農用地区分は第

３種農地と判断されます。

１２４番は、石上３丁目地内の農地１筆、１９８㎡を賃貸借権設定により駐車場６台

の用地として利用したいものでございます。場所につきましては、上林小学校南西７５

０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農

地と判断されます。

１２５番は、西本成寺１丁目地内の農地２筆、１，９８２㎡を売買により取得し、公

売により取得する次の１２６番、西本成寺１丁目地内の農地１筆、９９１㎡と一体利用

し、宅地分譲地１３区画及び道路の用地として利用したいものでございます。土地の売

買価格等は、１２５番、１２６番とも１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきま

しては、本成寺保育園南側３００ｍ付近で、都市計画用途地域の第２種中高層住居専用

地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１２７番は、中新地内の農地１筆、２６０㎡を売買により取得し、住宅１棟、駐車場

及び通路等の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり

〇〇〇円であります。場所につきましては、つくし保育園南東３００ｍ付近で、住宅等
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が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１２８番は、金子新田地内の農地９筆、２，９６０㎡を売買により取得し、次の１２

９番の譲り受け人と共同で駐車場９６台、通路及び調整池の用地として利用したいもの

でございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきまし

ては、三条市清掃センター北側７００ｍ付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地

であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

６６ページをお願いいたします。１２９番は、金子新田地内の農地５筆、１，８７５

㎡を売買により取得し、今ほどご説明をいたしました１２８番の譲り受け人と共同で駐

車場９６台、通路及び調整池の用地として利用したいものでございます。土地の売買価

格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、三条市清掃センター北

側７００付近で、都市計画用途地域の工業地域内の農地であることから、農用地区分は

第３種農地と判断されます。

１３０番は、諏訪１丁目地内の農地６筆、６，２３２㎡を売買により取得し、宅地分

譲地２８区画、道路、公園及び調整池等の用地として利用したいものでございます。土

地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であります。場所につきましては、聖母こども

園北側３５０ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種低層住居専用地域内の農地であるこ

とから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１３１番は、上須頃地内の農地２筆、１４２㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地

として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約〇〇〇円であり

ます。場所につきましては、須頃小学校北側１００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１

種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１３２番は、北潟地内の農地５筆、４４０．２０㎡を使用貸借権の設定により、住宅

１棟、駐車場２台及び通路の用地として利用したいものでございます。場所につきまし

ては、大面小学校南東５５０ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることか

ら、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１３３番は、大谷内地内の農地２筆、３，４２９㎡を賃借権の設定により、国土交通

省発注の国道２８９号２号トンネル工事に伴う現場事務所１棟、宿舎１棟、資材置き場

及び駐車場２３台の用地として、平成３１年４月２１日から平成３４年４月２０日間で

一時転用地として利用したいものでございます。場所につきましては、大名橋右岸堤防

隣接地でございます。農振農用地区域内の農地でありますが、国道２８９号八十里越工

事に伴う一時転用であり、他の土地での代替性がなく、やむを得ないものと判断をされ

ます。

１３４番は、本年１月の総会におきまして農振農用地区域内の農業用施設用地として

軽微変更はやむを得ないものと認めた案件であります。南中地内の農地１筆、１，２５

６㎡を売買により取得し、南側既存山林１９８㎡と一体利用し、鶏舎敷地拡張の用地と

して利用したいものでございます。土地の売買価格は１㎡当たり約〇〇〇円であります。

場所につきましては、飯田小学校南東１，０００ｍ付近で、農振農用地区域内の農地で

ありますが、転用目的が農地法第５条第２項ただし書きにある農業振興地域の整備に関
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する法律第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供するもの

であることから、農地転用の不許可の例外に該当するものと判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果を報告を願います。

４番、渡邊勝夫委員。

第２調査部会長（４番渡邊勝夫委員）

議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数１４件、面積２万１，０４７．２０㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説

明を受け、いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしまし

た。

なお、１２８番、１２９番、１３０番及び１３３番を除き新潟県農業会議への諮問に

つきましては、不要と判断いたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入りたいと思います。ご発言のある方、ご発言を願います。

しばらくにしてご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第５号につきま

しては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認め、１２１番から１２７番、１３１番、１３２番及び１

３４番の案件、合計１０件については許可することとし、１２８番から１３０番及び１

３３番の案件、合計４件については県農業会議へ諮問し、答申があった後に許可といた

します。

第２調査部会長は、自席へお戻りください。大変ご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

それでは、追加議案の日程についてお諮りをしたいと思います。

お諮りをします。議第６号『農業委員会事務局職員の配置替について』を議事日程に

追加したいと存じますが、いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議なしというご発言がございますので、議第６号を追加の議案といたし

ます。
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（議案配付）

議長（野﨑会長）

それでは、議第６号の審議に入る前に、事務局職員全員の退室をお願いいたします。

（事務局職員退席）

議長（野﨑会長）

それでは、議第６号『農業委員会事務局職員の配置替について』を議題といたします。

平成３１年４月１日付の「農業委員会事務局職員の配置替について」で、三条市長か

ら下記のとおり協議があったので、農業委員会等に関する法律２６条第３項の規定によ

り承認を求めます。

最初に、配置がえにより農業委員会事務局職員の職を解く者。主任、小熊美栄子。

配置がえにより農業委員会事務局職員として任用する者。主事、赤塚由依。

以上です。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願いたいと思います。

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま提案申し上げましたとおり承認することでご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

それでは、しばらくの間、休憩いたします。

（午後３時５８分から午後４時００分まで休憩）

議長（野﨑会長）

休憩を閉じ、会議を再開いたします。

議長（野﨑会長）

以上、議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１号につきましては、ただいま議事の中で報告をいただいておりますので、省略

をいたします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号『農政対策部会の結果報告について』事務局より報告を願います。

事務局（清水事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。

ご発言が無いようですので、報第２号『農政対策部会の結果報告について』を終了い

たします。
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議長（野﨑会長）

続きまして、報第３号から報第８号まで続けて事務局より報告を願います。

事務局（清水事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。

ご発言が無いようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第３調査部会長、２番、阿部眞佐雄委員。

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員）

来月は、第３調査部会の当番でございます。４月２３日午前９時から厚生会館第２集

会室で会議を開催いたします。関係委員は、出席をお願いします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は、２６日午前９時３０分開会を予定しております。よろしくお願

いいたします。

それでは、長時間にわたってご審議いただきましてありがとうございました。以上を

もちまして定例総会を閉会いたします。

午後４時１６分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（ ３番）

議事録署名委員（１７番）


